
ローマ都市ティーキーヌムの地誌学的検討

-ガリア・キスアルビ-ナ地方の都市化とローマ化-

岩　　井

は　じ　め　に

ローマ人が植民市建設など土地を個人に割当て

る際,その土地を分割測量し分配していたことは

よく知られている。この分割測量された土地は普

過,ロ-マの長さの単位・ペ-ス(pes)≒29.5cm

で測って一辺が2400 pedes (約708m)の正方形

をしており,この正方形の土地をケントウリア

(centuria)と呼んだ。この土地はローマの面積

単位・ユゲルム(iugerum)で言うと200 iugera

(約50ha)あり,世襲財産とも訳されるもう一

つの面積単位・ヘレディウム(heredium)で言え

ば100herediaに相当し,この100herediaという

面積からcenturiaつまり100という名称がついた
1)

とされる。

このcenturia内部の分割について言うと,南

北の測量線をcardo, cardines (またはkardo,

kardines)といい,東西測量線をdecumanus,

decumani (またはdecimanus, decimani)と

呼び, centuriaの中心を十字に交差する中央線

が最も重要で,それぞれcardo maximus, decu-

manus maximus　と名付けられた。これら測量

線はまたIimes, callesとも呼ばれ,測量後は道

路として使用されるのが一般的だったo

この,土地をcenturiaに分割することをcentu-

ratioあるいはIimitatioと言うが,一都市債域内

にcenturiaは碁盤目状に,東西南北それぞれ10

数knにわたり分菩旭IJ量されており,航空写真の発

達にともなって現在まで,北アフリカからイギリ

スに至る旧ローマ帝国億の各地でその跡が発見さ
ご＼

れ,地誌学的研究がなされている。

ここで取り上げる北イタリア,ガリア・キスアル

ピーナ(Gallia Cisalpina)地方のロ-マ都市,帝

政期の銘文にはムニキピウムとして出てくるティ

-辛-ヌム(Ticimim),現在のバグィア(Pavia)
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は,市街地でロ-マ時代の都市計画が良好に保存

され(旧市街地の街区,道路はロ-マ時代に遡

る・′),農村債域でcenturiatio跡が比較的明

瞭に見出されているところで,今までにフラッカ
3)

-ロ(P. Fraccaro),ティビレッティ(G.
4)

TIBILETTl),トッツィ(P.Tozzi)が本格的に

地誌学的検討を加えている。以下この3人の研究

に基づいて,まず農村領域のcenturiatio,次に市

街地の都市プランの検討を行い,おわりにそれら

をふまえて,共和政期ロ-マ都市制度史にかかわ

る少し大きな問題を耽り上げていきたい。

ところで,ロ-マ土地制度研究の基本文献の一

つ『ローマ土地AlJ量士文献』 {Die Schriften der
6)

romischen Feldmesser)がラッ-マン(K. La-

C王imann)らによらて刊行されてから1位紀以上た

ったが,依然謎の多い史料となっている。ここで

紹介するティビレッティは数年前突然亡くなった

が,死後彼のイタリア地域史に関する論文集『ロ

-マ時代イタリア地域史』(Storie locali dell'Itali-

a romana)が1978年に刊行された。この本を読む

と,彼は最後までロ-マ土地測量士(Gromatici

あるいはAgrimensores)の文献解釈に努力し

ていたことがわかる。本稿はこの史料の提示する

問題のごく一部にしかかかわらないことを,あら

かじめおことわりしておきたい。

1.ティーキーヌムのcenturiatio

第1図はトッツイによって現在確認されている

ティ-キーヌム農村領域のcenturiatio跡であ

る。これについて説明したい。

まず,ローマ時代ティ-辛-ヌムの正確な領域
7)

は明らかになっていない。現在のバグィアの行政

区,バグィア県(ProvinciadiPavia)は3地

域に分けられるO　まず示- (po)川の北,ティ

チーノ(Ticino)川の東に区切られる,都市バグ
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イアの所在する地域,これをバグェ-ゼ(Pavese)

と言う.次にポ-川の北,ティチ-ノ川の西の地域

はロメッリーナ(Lomellina)と言い,その地域の

都市ロメッロ(Lomello,ラテン名LaumellumJ

から名が由来しているoそれからポー川以南をオ

ルトレポ(Oltrepら)と言うO　このうちオルトレ

ポ地域は,ローマ時代プラケンティア(Placentia,

現在名Piacenza),デルト-ナ(Dertona,現在

名Tortona)などティーキ-ヌム近隣都市の領

域であったことが判明しており,ティーキーヌム

領から除外され,それ故ティ-辛-ヌムの都市債

域は,おおよそバグェ-ゼ地域とロメッリ-ナ地
8)

域からなっていたと考えられる。

さて, centuriatio跡はハゲェ-ゼ地域にのみ

発見されているが,以下その主要な特徴を列挙し

てみよう。

(1)現在の行政区ではミラノ県(Provincia di

Milano)に属しているビナスコ(Binasco) (ビ

ナスコがミラノ県の南限)の北,約3kmの地点か

ら南方へ市街地バグィアの5 kmほど手前に至る地

域に,約710mの間隔で平行して,道路,准瀧用

水路,畦道などの形で,東西に走る土地分割線が
9〕

認められる。

(2)ベレグァルド(Bereguardo) -トリヴォ

ルツイオ(Trivolzio)からグァルドレスコ

(Gualdresco)に走る東西分割線(確認される

最長のIimes,

約12km)を見る

と,それに直角

に,これもまた

約710mの間隔

で平行して南北

分割線が認めら
10)

れる。

(3)確認され

る　centuriatio

の面積は約100

k乱200centuri-
11)

aeである。

(4)土地測量

士は太陽の測定

から方角を定

め,それを土地

測量の基準方位

とした。だから

季節によって方

位が若干異な

る。ところでテ

ィ-キ←ヌム市

街地の基準方位

と,農村領域の

centunatio　の

基準方位は異な

っているが,こ

第1図　ティ-辛-ヌム農村債域のcenturiatio跡1 :大集落地・ 2 :小集落及び農　れはティーキー
場, 3 : centuriatio跡, 4 :ロ-マ時代の道路跡(確認されたもの), 5 :ローマ時代
の道路跡(推定されるもの), 6 :ロ-マ時代以前の遺物出土地, 7 :ロ-マ時代の遺物出

ヌム都市建設と

土地, 8 :標高, 9 :土鑑10:河川及び運河O地名の下に点線が付されているのは,ロ　農村債域のcen-

-マ及びガリア起源名であることを示す.　　　　　　　　(註5 〔後出〕文献による) turiatioが異な
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る時期に開始されたことを意味する。農村債域の

centuriatioについて言えば,土地測量士は土地

の標高差(北が高く南に下って低くなる地形)に

そって分割線を設定し,水の流れを考慮したため
12)

と考えられている。事実,中世に遡るビナスコー

バグィア間の運河は現在も残っているが,この運

河とほぼ平行して南北分割線が走っていることが

観察できる。運河は自然の水の流れを考慮して建

設されるのが常である。

次にロメッリーナ地域について述べると,ここ

からcenturiatio跡は発見されていないo Co坤us

Inscriptionum Latinarum, vol.Vを見ると,モム

ゼンはポイテインガ- (Peutinger)の地図とア

ント-ニニ-ヌス(カラカラ帝)の旅程表を引用し

て,ロ←マ帝政期, Laumellum　という都市名

が存在していたことが知られているところから,

Laumellum及びその周辺はティーキ-ヌムとは

別な独立した都市ではないかと考え.Laumellum

井　　経　　男

13)

という項目をこの巻にもうけているOところが,モ

ムゼン時代には知られていなかったLaumellum

のトリブスがティ-辛-ヌムと同じPapiriaであ
m

ったことが一つの銘文から判明し,この地域もテ

ィ-キーヌム億であったと考えられる.というの

は,ティ-辛-ヌム周辺の都市を見ると,トリブ
15)

スがすべて異なっているからである。とすると,

ロ-マ人はティーキ-ヌムの　centuriatio　を意

図的にバグェーゼ地域に限定して行ったというこ

とになる。

地名学を援用してバグェ-ゼ地域とロメッリ-

ナ地域を比較すると,興味ある結果が出てくる。

以下はティビレツティの研究であるが,パヴェ-

ゼ地域の,今までに判明している地名の起源は次
16)

の通り。

リグリア起源　4:Binasco,(ミラノ県内,し

かレヾヴィア司教区内) , Bornasco, Gualdresco,

Liconas co
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ン(数値はローマ・ペースで表示)

(註4文献による)

ignago, Spira-

go, Turago

ロ-マ起源

16 : Albuzzano

(Albuci　とい

う名はパヴィア

の碑文に見られ

る) , Calignano,

Calvenzano,

Car pignano ,

Comairano,

Gnignano, Co-

piano, Guinza-

no, Landriano,

Giovenzano,

Marzano, Rog-

nano, Siziano

(パヴィア県内,
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しかしミラノ司教区内), Tragnano, Torriano,

V air ano

その他Vidigulfo, Zibidoなど若干のゲルマ

ン起源の地名もある。

ロメッリーナ地域の地名の起源は次の通り。

リグリア起源　7 : Garlasco, Gropello,

Lomello, Rosasco, Tromello, Vigevanasco,

Zinasco

ガリア起源1 :Cergnago

ローマ起源　5 : Fogliano, Parzano.Sairano,

Sartirana, Semiana

ゲルマン起源: Scaldasole, Siccomarioなど。

ここからわかることは, centuriatioが行われ

たパヴェ-ゼ地域はロメッリ-ナ地域よりロ-マ

化の影響を深く受けているということであるo

さて,このcenturiatioは一体いつ行われたの

だろうか。フラッカーロは西紀前49年,ユーリウ

ス.カエサルによってガリア・キスアル

ど-ナ地方にロ-マ市民権が戚与された
17)

時点,と考えた。一方ティビレッティは

前89年,同盟市戦争時ポンペイウス法

(LexPompeia)によって北イタリア

にラテン市民権が戚与された時点,と考
18)

えている。この年代確定はロ-マ都市制

度史全体にかかわる問題を背後にもって コルソ・

いるのだが・その前にティ-トヌム市票,'ヒ右,

街地の都市計画を述べてみたい。

Corso
2.ティ-辛-ヌムの都市計画書orta
。rsari

市街地の都市計画の検討はもっぱらテ

ィビレッティが行っているが,これは前

89年都市建設説の有力な傍証となってい
19)

る。彼の研究報告書の主要点は次の通

O。

(1)我々に知られるローマの長さの単

位　pes　は近似値しか知られていない

ので,一応29.4-29.6cmを目安としてヰ

測定するoその結果,第2図tこ見られる

ように,一辺270 pedesの正方形の街区

(ティビレツティはこれを仮にisolatoと

名付けている)がバグィアの中心地(旧
20)

市衝地)に認められる。

(2)街区と街区の間の道路幅は15

pedes, cardo maxirrms, decumanus

maximusと思われる中央道路の幅は20

20

pedesと推定されるので,街区が確認できる地

域の東西の長さは2910 p戸des,南北の長さは1770

pedes　となり,これがロ-マ時代ティ-キーヌ

ムの都市規模である。以上のように測定した結

莱,基準としたpesの長さは29.375cmと計算さ

れる。これが都市建設に使用されたpesのほぼ正
21)

確な長さと考えられる。

(3)この街区は計算上全部で60数えられるが,

実際は,広場,公共建築物が存在したはずで,数
22)

はより少なかったろう。後にティチ-ノ(ラテン

名Ticinus)川寄りに街区が加えられているO

(4)バグィアの検討をふまえてウェ一口-チ

(Verona,現在のヴェローナ)のロ-マ時代の

都市計画を検討した。この場合　pesを29.4cm,

3.5cm,. 29.6cmの三つの長さで測定した結果,

29.4cmが最も適当であった。ここからティビレツ

ティはpesを29.375cm (つまりバグィアの　pes
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第4図　アウグスタ・プラエトーリアの都市プラ
ン(数値はロ-マ・ペース) (註4文献による)

の標準値)として再測定し,街区,道路幅を割り
23)

出したものが第3図に示されているoこれによる

と道路幅は20pedes, 25 pedesの2種類あるが,

街区はバグィアと同じく一辺が270 pedesの正方

形であった。

Pesの標準値が同一と思われ,街区も一辺270

pedesの正方形で同一であることから,ティーキ

-ヌムとウェ-ローナの都市計画はほぼ同時期に
24)

着手されたものと考えることができる。

(5)前25年に建設されたアウグスタ・プラエト

ーリア(Augusta Praetoria,現在のアオスタ)

を検討し,その結果が第4図に示される。使用さ

れたpesの平均値は29.35-29.4cmとなるが,こ

の噂で都市の四辺の長さすべては割り切れないo

街区は2種類認められ,一つは270 pedes x210

pedes,他は255 pedesx210 pedesである。この

ようにアオスタはヴェローナ,バグィアと多少異
25)

なる都市プランをもっている。

(6)ティ-辛-ヌム市街地の都市計画における

基準方位は,東西測量線(decumani)で言うと,

南東一北西に13-20′15"傾いている。これは11月

12日あるいは2月11日の太陽の位置であるが,農

(177)

村債域のcenturiatioの基準方位と一致しない。

市街地はポ-平野がティチーノ川に下っていく斜

面に造られているが,基準方位は最大勾配を避け

て,水が道路をなだらかに流れるよう配慮されて
26)

宍mm

(7)ティビレツティは街区内の家の配置を第2

図の下図(パヴィア),第3図の下図(ヴェロ-

ナ),第4図の下図(アオスタ)のように推定し

ているが,家を15 pedes x15 pedesの規模に考

え,それを長屋のように道路に面して配列し,蘇

りを中庭とし,そこを家と同数に配分しているo

街区内についての手がかりはほとんどなく,これ
27)

は彼のまったくの推定である。

人口については,前述の家屋数の推定を基にし

たもので一応の目安でしかないが,一家族平均4

T人とすると12,800人と見積られるo

I

2号o
)

J

l

l

1

__i

以上述べてきたことをふまえて,次にガリア・

キスアルピーナ地方の都市化とローマ化の歴史の

中でティーキーヌムの都市計画とcenturiatioが

いつ実施されたのか考察してみたい。

3.ガリア・キスアルビ-ナ地方の都

市化とロ-マ化

ローマ人の視野にポー川流域地方が入ってくる

のは前3世紀で,比較的新しい。当時の北イタリ

アには,おおよそ,東部にウェネティ人(Veneti),

中央軌西部の内陸にガリア人,西部沿岸地域に

リグリア人(Ligures)が居住していたと思われ
28)

る。ティーキーヌム周辺はガリア人,リグリア人

両勢力の接点にあたり,両者が混住していたこと
29)

は地名学から証明される。

ここに前268年建設されたラテン植民市アリー
30)

ミヌム(Ariminum,現在のRimini)を拠点と

してロ-マ人が,主として植民市建設の形をとっ

て進出していったO　前222年ロ-マ軍ははじめ

てボ-川を渡り,ガリア人のインスブレース族

(Insubres)の中心地メデイオ-ラ-ヌム(Me-

diolanum,現在のMilano)を占拠,前218年には

当地方で最も重要な二つのラテン植民市クレモ-
31)　　　　　　　　　32)

チ(Cremona),プラケンティアを建設した。以

下,前189年ラテン植民市ボノ-ニア(Bononia,
33)

現在のBologna),前183年ローマ市民権植民市
34)

ムティナ(Mutina),同パルマ(Parma),前181
35)

年ラテン植民市アクイレ-イア(Aquileia),前
36)

180年ラテン植民市ルーカ(Luca),前177年ロー
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37)

マ市民権植民市ルーナ(Luna),前123-118年ロ
38)

-マ市民権植民市デルト-チ,前103-100年ロ-
39)

マ市民権植民市エポレディア(Eporedia)と続

く。この間また,都市建設を伴わない個別的土地
40}

分配が4度ほど確認されている。

だが,ガリア・キスアルピーナ地方の本格的ロ

ーマ化は,やはり同盟市戦争時,前89年のポンペイ

ウス法の施行だった。アスコ一二ウス(Asconius)

はポンペイウスの活動について『ポンペイウスは,

新たな植民者を派遣してそれらの都市を建設した

のではなく,旧来からそこに居住していた人々に
w.

ラテン権を与えた』と伝えている。つまり先住民

のためにラテン植民市を建設したのであった。

ここで,ティビレッティの行ったティ-キーヌ

ムの都市計画の地誌学的検討が意味をもってく

る。彼はティーキ-ヌムとウェ-ローナを比較し

て,ほぼ同一の都市プランであったと指摘してい

るo　これはガリア・キスアルピーナ地方のかなり

の都市が,ローマの明確な政策として同時期に建

設された可能性を示唆している。また,農村領域

のcenturiatioと市街地建設は同時に実施された

と考えられるOそれはアスコ-ニウスの記述から

わかるように,都市はそこで農業に従事する者の

ために建設されたのであり,時期が大幅にずれる

ことはなかったと思われるからである。ティーキ

ーヌムは前89年直後,ラテン植民市として建設さ

れたと考えるのが妥当と思われる。

では,今述べた結論を補強する意味で,フラッ

カ-ロの前49年説を検討してみよう。ティビレッ

ティもそうであるが,フラッカーロもティーキー

ヌム建設年について,そのように考えるに至った

詳しい説明をしていない去そこで,我々は彼の著

作中からその説明を探り出さなければならず,そ

れは次のようにまとめられると思う。

フラッカー口説とティビレッティ説の決定的違

いは,同盟市戦争中の北イタリアにおけるグナエ

ウス・ポンペイウス・ストラボーの活動とそれに

続くローマの政策をどのように解釈するか,にあ

ると思う。ティビレッティは前89年の活動を大き

く解釈し,一方フラッカ-ロはそれを小さく見,そ

れ故前49年のムニキピウム設置時に都市建設が伴

ったと考えたoフラッカーロの根拠は以下の3点

に推測されよう。算1点は,ティーキーヌムを含め

当地方の非ローマ人都市の大多数は碑文にはムニ

キギウムとして知られ,かつ都市最高政務官職も

ムニキピウムに多い4人官制(quattuorviratus)
42)

が多いことである。しかし,これら都市のラテン

植民市時代は40年足らずであったこと, 4人官制

は同盟市戦争の結果,新ローマ都市に導入された

22

第5図　ガリア・キスアルビ-ナ地方図1 :ラテン植民市,数字は建設年, 2 :前90年までロ-マの

同盟Egであった地執　3 :前90年以前からager Romanusであった地域。ロ-マ市民権植民市はゴチ
ックで表したo数字は建設年。都市名下の( )の中はトリブス名を示す。
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制度であったことを考慮すれば,前89年説でも十

分説明可能な事実と思われる。第2点,彼は同盟

市戦争後のローマの不安定な政治状況を勘案し,

10を越える大規模な都市建設事業の遂行は不可能

とした。これに対してティビレツティは,間盟市

戦争中北イタリア諸都市,諸種族は一貫してロー
43)

マを支持し忠実であった事実を指摘し,ローマが

北イタリアに特別の配慮をしたとしても理解でき

ると考えている。また,ローマの地方統治政策が

中央の政治事件と,一見かかわりなく遂行されて

いる幾多の例を,最近の地域史研究は教えてい

る。

お　わ　り　に

フラッカーロの欝3の論拠は,共和政期ロ-マ

都市制度及び土地制度全体にかかわる問題を含ん

でいる。冒頭で少し触れたが, conturiatioは新

都市の建設,すなわち植民市建設に固有の土地測

量法と言えるが,個別的土地分配地,財務官管理地

(agri quaestorii) ,ムニキピウム, praefectura,

fora, conciliabulumにもcenturiatioが実施さ

れたと前述土地測量士文献が伝えているo　ここ

で,特に注目したいのはムニキピウムであるo

ムニキピウムは『外から』ロ-マ市民田内に一

括して加入した,かつての非ロ-マ人共同体とと

らえられるが,そこにcenturiatioが実施された

とするとローマ都市制度史上大いに問題となろ

う。ムニキピウムにcenturiatioが実施されたと

する唯一の記述は,測量士文献中に伝わるマミリ

ウス・ロスキウス・ペドゥカエウス・アリエヌス・フ

ァビウス法(Lex Mamilia Roscia Peducaea
44)

AllienaFabia)に兄い出される。この法の制定

は,前55年と考えられるOここからフラッカーロ

は前49年北イタリアにおいてはムニキピウム形態

であってもcenturiatioが実施された,と考えた

ふLがある.さらに,彼はティ-キーヌムの他に

パタウイウム(Patavium),アケルム(Acelum),

タルウイシウム(Tarvisium),アルテイ-ヌム

(Altinum)においてもcenturiatio跡を発見

し,これら北イタリア都市もまた前49年のムニキ

ピウム設置に伴うcenturiatio実施の証拠である
45)

と主張している。

しかし,マミリウス---法の内容は依然不明の

点が多く,法令の検討は別の機会に譲らざるを得

ないが,ただこの法のみをもってフラッカーロの

(179)
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前49年説は支持Lがたい。バクウイウムその他の

北イタリア都市のcenturiatioも前89年直後の活
46)

動で説明されるのではないだろうか。そうする

と,少くとも共和政期,非ロ-マ人共同体がロ-

マに編入されムニキピウム形態とされた時,そこ

にcenturiatioの実施はなかった,ということは

現在の地誌学的研究から言い得る。同盟市戦争以

前のムニキピア,同盟市戦争後,大量に創設され

たムニキピアにcenturiatio　は確認されていな
47)

いのである。共和政期ムニキピウムには原則とし

てcenfuriatio実施はなかった,たとえローマ

化,都市化の遅れていたガリア・キスアルビ-ナ

地方においてもこの原則は守られていたo

(弘前大学人文学部助教授)
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enim non novis colonis eas(-colonias引用

3f) constituit, sed veteribus incolis man-

tentibus ius dedit Latii,--・

なお,前89年のポンペイウス法については,

岩井経男『ルプリウス法Lex Rubria de Gallia

Cisalpinaについそ-ロ-マ共和政末期の都
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Tridentum, Vercellae, Vicetia

(coloniaの○印は植民市建設が文献で確認さ

れている都市である。)

都市最高政務官職は以下の通り。

duovir 〔 2人官〕

Aguontum, Alba Pompeia, Albintimilium,

Ateste, Augusta Praetoria, Augusta Tauri-
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〔183)
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34年〕>　407頁を参照o

付言己

本稿は第32回日本西洋史学会　第-部金印召和

57年5月169,於青山学院大学〕での口頭発表に
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